
令和４年 第６回津幡町教育委員会議事録 

 

１ 日  時   令和４年６月２４日（金）開会 午後１時３０分、閉会 午後３時１分 

２ 場  所   津幡町役場２階 ２０５研修室 

３ 出席委員（５名） 

吉田克也教育長、山本祝男委員、鳥越千春委員、越村 崇委員、 

渡邉加寿子委員 

 欠席委員   なし 

４ 事務局説明員  𠮷岡洋教育部長、山崎明人教育総務課課長、北山ゆかり学校教育課課長、 

宮崎寿生涯教育課課長 

 事務局書記  松岡美夏教育総務課主事、森田麻奈教育総務課主事 

５ 議題及び審議結果 

報告第17号 行政委員会等の会議報告について 承 認 

報告第18号 津幡町文化会館条例施行規則及び公益的法人等への職員の派 

遣等に関する規則の一部を改正する規則について 

 承 認 

報告第19号 津幡町体育振興関係団体運営費補助金交付要綱等の一部を改 

正する要綱について 

 承 認 

報告第20号 津幡町スポーツ推進員等被服貸与規程の一部を改正する訓令 

について 

 承 認 

報告第21号 津幡町教育委員会後援等名義使用申請について  承 認 

報告第22号 令和４年度津幡町生涯学習センター及び町内公民館生涯学習 

サークル登録の追加について 
 承 認 

議案第20号 津幡町教育委員会点検・評価報告書について  継 続 

議案第21号 津幡町体育施設管理運営規則及び津幡町立学校施設使用条例 

施行規則の一部を改正する規則について 
 可 決 

議案第22号 津幡町ジュニアスポーツクラブ登録制度に関する規程の一部 

を改正する規程について 

 可 決 

議案第23号 就学援助費受給者の認定について 【非公開】 

議案第24号 教育委員会の委嘱等について  可 決 

その他（１） WROJapan2022石川地区予選について 了 承 

その他（２） 石川県市町教育委員会セミナーについて 了 承 

その他（３） 津幡町立学校の教育職員の業務の量の適切な管理等に関する 

規則の制定について 

 了 承 

その他（４） 第63回津幡町総合体育大会結果について 了 承 



その他（５） 第51回全国選抜社会人相撲選手権大会について 了 承 

その他（６） 第74回石川県民スポーツ大会夏季大会応援案内について 了 承 

その他（７） 第35回つばたレガッタについて 了 承 

その他（８） 当面する諸行事について  

その他（９） その他  

６ 議事の経過等  以下のとおり 

  吉田教育長が開会を宣言し、議事録署名委員として鳥越委員を指名した。引き続き、教育長の

諸般報告を行い、本日の議件について審議に入った。 

  審議に入り、議案第23号については非公開で審議に入り原案どおり可決し、議案第20号につい

ては継続審議、報告第17号から第22号、議案第21号、第22号、第24号、その他（１）から（７）

について別添資料に基づき事務局より報告・説明し、質疑応答が行われ、承認、可決、了承した。

また、７月の会議の開催日を次のとおり決定し、閉会した。 

７月の教育委員会議日程：令和４年７月15日（金）午後１時３０分から 

７ 主な質疑・応答の内容について 別紙議事要旨のとおり 
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発 言 者 発    言    要    旨 

  〔開会〕午後１時 30分  

吉田教育長は、委員定数５名中５名出席により定足数に達しており、本会議が有効と認め第６回

津幡町教育委員会の開会を宣言した。 

＜日程第１ 議事録署名員の指名＞  

吉田教育長 あいさつ。会議日程にそって進めさせていただきます。日程第１ 議事録署名員の

指名に入ります。本日の議事録署名には、鳥越委員を指名します。 

全委員 了承 

＜日程第２ 前回会議録報告（令和４年 第５回）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第２ 前回議事録の報告をお願いします。 

松岡書記 （令和４年５月 18日（水）開催の第５回教育委員会議内容を報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告等で何かご質問はございますか。……よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

＜日程第３ 教育長の諸般の報告＞ 

吉田教育長 それでは、日程第３ 教育長の諸般報告に入ります。別紙資料をご覧ください。５

月 19 日から本日までの報告となります。主なものだけ取りあげていきたいと思いま

す。 

５月 23日に県へき地教育振興会理事会が金沢市で行われました。令和３年度の事業

報告と決算報告、それから令和４年度の事業計画と予算案等が審議され、いずれも承

認されました。事業計画の中では、例年 10月に開催されている石川県市町教育委員会

連合会の研究大会につきまして、今年度は 10月 28日に珠洲市で開催とのことでした。 

６月５日に町総合体育大会を新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で３年ぶ

りに開催しました。大会結果等につきましては、後程事務局から報告があります。 

６月 21日に町教育長研修会が中能登町で開催されました。各町の教育委員会の取り

組みをそれぞれ発表した後、意見交換を行いました。特に意見交換の中心となったの

は、中学校の部活動の地域移行についてです。各町の現状と今後の方向性について、

情報交換をしました。 

６月 23日に科学のまち推進委員会がシグナスで開催されました。令和４年度の事業

内容について、小林館長と八田科学のまち推進室長から説明がありました。その後質

疑応答では、委員から何件か質問がありましたが、こちらにつきましても後程事務局

から報告させていただきます。 

 主なものについての報告は以上です。何かご質問等がありましたらお願いします。

……よろしいでしょうか。 

全委員 了承 
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＜日程第４ 報告する議案 報告第 17号～第 21号＞  

吉田教育長 それでは、続きまして日程第４ 報告する議案について入りたいと思います。報告

第 17号行政委員会等の会議報告について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 生涯教育課より２件の会議報告をいたします。 

（資料Ｐ１、当日資料に基づき、豊かな心を育む町民会議、津幡町図書館協議会の会

議内容について報告する。） 

山崎課長 引き続き、教育総務課より１件の会議報告をいたします。 

（当日資料に基づき、津幡町科学のまち推進委員会の会議内容について報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……よろ

しいでしょうか。 

全委員 承認 

吉田教育長 続きまして、報告第 18号津幡町文化会館条例施行規則及び公益的法人等への職員の

派遣等に関する規則の一部を改正する規則について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ３～７に基づき、津幡町文化会館条例施行規則及び公益的法人等への職員の

派遣等に関する規則の一部を改正する規則について報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……よろ

しいでしょうか。 

全委員 承認 

吉田教育長 続きまして、報告第 19号津幡町体育振興関係団体運営費補助金交付要綱等の一部を

改正する要綱について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ９～13に基づき、津幡町体育振興関係団体運営費補助金交付要綱等の一部を

改正する要綱について報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。 

山本委員  要綱の名前の「体育振興」はこのままなのですか。せっかくなのでこの部分も「ス

ポーツ振興」に変えるというのはいかがでしょうか。 

宮崎課長 今後、検討させていただきたいと思います。 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。 

全委員  承認 

吉田教育長 続きまして、報告第 20号津幡町スポーツ推進員等被服貸与規程の一部を改正する訓

令について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ15～16に基づき、津幡町スポーツ推進員等被服貸与規程の一部を改正する訓

令について報告する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……よろ

しいでしょうか。 
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全委員 承認 

吉田教育長 続きまして、報告第 21号津幡町教育委員会後援等名義使用申請について事務局より

お願いします。 

宮崎課長 生涯教育課より津幡町教育委員会後援等名義使用申請について報告いたします。 

（資料Ｐ17～45、当日資料に基づき、申請９件について承認としたことを報告する。） 

吉田教育長 いしかわ「宇宙の学校」につきまして、オンラインでの開催とのことで昨年度も同

様だったのですが、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いてくれば、オンライン

ではなく通常どおり対面での開催への変更も検討していると伺っております。こちら

は例年承認してきている申請です。 

ただいまの報告につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……よろ

しいでしょうか。 

全委員 承認 

＜追加日程第１ 報告する議案 報告第 22号＞ 

吉田教育長 続きまして、追加日程に入ります。追加日程第１ 報告第 22 号令和４年度津幡町生

涯学習センター及び町内公民館生涯学習サークル登録の追加について事務局よりお願

いします。 

宮崎課長 （当日資料に基づき、令和４年度津幡町生涯学習センター及び町内公民館生涯学習サ

ークル登録の追加について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……よろ

しいでしょうか。 

全委員 承認 

＜日程第５ 審議する議案 議案第 20号～第 23号＞ 

吉田教育長 それでは、続きまして日程第５ 審議する議案につきまして、議案第 20号津幡町教

育委員会点検・評価報告書について事務局よりお願いします。 

山崎課長 （別冊資料に基づき、津幡町教育委員会点検・評価報告書について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……それ

では、後日開催する外部評価委員会で委員の方からいただいた意見を追加し、８月の

教育委員会議で再度審議をお願いしますので、この議案に関しましては、継続審議と

してよろしいでしょうか。 

全委員 可決 

吉田教育長 続きまして、議案第 21号津幡町体育施設管理運営規則及び津幡町立学校施設使用条

例施行規則の一部を改正する規則について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ47～48に基づき、津幡町体育施設管理運営規則及び津幡町立学校施設使用条

例施行規則の一部を改正する規則について説明する。） 
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吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……よろ

しいでしょうか。 

全委員  可決 

吉田教育長 続きまして、議案第 22号津幡町ジュニアスポーツクラブ登録制度に関する規程の一

部を改正する規程について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料Ｐ49～51に基づき、津幡町ジュニアスポーツクラブ登録制度に関する規程の一

部を改正する規程について説明する。） 

吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……よろ

しいでしょうか。 

全委員  可決 

吉田教育長 続きまして、議案第 23 号就学援助費受給者の認定について事務局よりお願いしま

す。この報告につきましては、個人情報を含んでおりますので非公開（秘密会）とし

てよろしいかお伺いします。 

全委員 了承 

北山課長 学校教育課より就学援助費受給者の認定について説明いたします。資料をお配りし

ます。 

（当日資料に基づき、就学援助費申請 171 件について、所得などを調査した結果、認

定 152件、不認定 19件である旨を説明し審議を求める。） 

（委員より就学援助費の認定等について質問があり、説明後、全会一致で可決し、非公開を解く。） 

＜追加日程第２ 審議する議案 議案第 24号＞ 

吉田教育長 続きまして、追加日程に入ります。追加日程第２ 議案第 24 号教育委員会の委嘱等

について事務局よりお願いします。 

宮崎課長 生涯教育課より１件の委員委嘱について説明させていただきます。 

（当日資料に基づき、津幡ふるさと歴史館運営委員会委員の委嘱について説明する。） 

吉田教育長  ただいまの説明につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……よろ

しいでしょうか。 

全委員  可決 

＜日程第６ その他の議事（１）～（９）＞ 

吉田教育長 それでは、日程第６ その他の議事（１）WROJapan2022石川地区予選について事務

局よりお願いします。 

山崎課長 （資料Ｐ53～54に基づき、WROJapan2022石川地区予選について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……よろ

しいでしょうか。 

全委員 了承 
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吉田教育長 続きまして、（２）石川県市町教育委員会セミナーについて事務局よりお願いします。 

山崎課長 （資料 P55～56 に基づき、石川県市町教育委員会セミナーの日程等について説明し、

参加委員を確認する。） 

吉田教育長 では、当日ご都合つくようでしたらよろしくお願いいたします。 

続きまして、（３）津幡町立学校の教育職員の業務の量の適切な管理等に関する規則

の制定について事務局よりお願いします。 

北山課長 （資料 P57 に基づき、津幡町立学校の教育職員の業務の量の適切な管理等に関する規

則の制定について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。 

山本委員 教員ひとりひとりの時間外勤務は、どのような方法で誰が管理しているのですか。 

北山課長 各学校で管理しており、集約したものを毎月教育委員会でも確認しております。 

山本委員 夜何時まで勤務した、というのは本人の自己申告なのですか。 

北山課長 先生方のパソコンを立ち上げたり閉じたりすることで、出退勤時刻が記録されるよ

うになっています。 

山本委員 全学校でそのような管理となっているのですか。 

北山課長 はい、そうです。出勤したらそのパソコンを立ち上げ、帰宅前に閉じるという約束

で運用しています。 

山本委員 校長先生が皆の分を確認しているのですか。 

北山課長 はい。 

吉田教育長 役場の職員も、出勤時パソコンを立ち上げクリックひとつで出勤時刻が記録され、

退勤時もまた同様にクリックひとつで退勤時刻が記録されています。教職員もそれと

ほぼ同じで、パソコンを立ち上げたときに出勤時刻として記録され、帰る際パソコン

の電源を落とすときに退勤時刻として記録され、これが在校時間ということになって

おります。教職員には 45 分間の休憩時間がありますので、それを除くことで超過勤務

時間が１日どのくらいあるかがわかります。毎月一か月ごとに、おそらく教頭先生が

集約しているのだと思うのですが、それを教育委員会の担当である管理主事の元へ報

告してもらうという流れになっております。こちらは県教育委員会でつくられたシス

テムを利用させてもらっています。 

山本委員 役場の職員もいまそのような管理なのですか。 

吉田教育長 はい。タイムカードはなく、先述の方法で出退勤管理をしています。いまタイムカ

ードを使っているのは唯一、学校勤務の町職員のみです。 

山本委員 いま色々言われるからと、18 時頃に退勤扱いにして帰ったことにして、実は残って

仕事をする、といったことはありませんか。 

北山課長 そのようなことはさせてはいけないので、決まりに則ってきちんとしていただいて
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います。 

山本委員 一番嫌なのは、家に持ち帰られないことです。このような規則までつくって勤務時

間をこのように決めて本当にうまくいくのか、形式的にならないか心配です。これは

国の指導ですか。 

吉田教育長 はい。文部科学省からの指導です。令和２年度に文部科学省からこの話がおりてき

ました。しかし、県の教育委員会もなかなか実績に伴わない内容だということでしば

らく見送っていたのですが、いよいよ今年度の４月１日から規則を正式にスタートし

ました。県内の他の自治体も、県に合わせて、あるいは我々のように今年度中に規則

をつくるという運びのようです。勤務時間の過少申告をすることのないよう、校長会

等でもしっかりと伝えていきます。 

山本委員 最近、学校の先生方の超過勤務のことを特集したテレビ番組を観ましたが、かなり

厳しい状況を訴える内容でした。 

吉田教育長 おそらく現場の意見としては、とにかく教員を増やしてほしいというのが一番切実

だと思います。 

山本委員 これまでも超過勤務は好きでやっているわけではないはずですからね。 

吉田教育長 学校の中でも色々無駄を省いていこうという取り組みを５年ほどかけてやってきま

したが、今のやり方ではこれ以上の効率化は難しいというところまできているので、

やるとしたらより大胆に、無くせるものは無くしていくということが必要となってき

ます。教員の数を増やすことについては、色々な関係団体から国へ要望はしておりま

すが、なかなか通らないのが現状です。 

山本委員 勤務時間を管理するのも大変なことですね。超過勤務の多い学校を教育委員会が叱

責することはないですか。 

吉田教育長 その学校の超過勤務が多いからどうこうといったことはないですが、ひとりひとり

の勤務時間をしっかり管理することによって、オーバーワークにならないよう、そう

いった状況が続いた教職員には校長先生から面談をして声をかけてもらうなど、色々

なかたちでアプローチしていきたいと考えております。 

渡邉委員  先生方を守るためにこの規則がつくられたと捉えてよろしいでしょうか。 

吉田教育長 そうですね。いま教員を志す若者が少なくなってきているという現状があります。

教育系の大学を卒業しても教職を選択しないケースも多く、全国的に教員不足となっ

ています。なんとしてもそこにストップをかけたいですし、この規則の制定はそこに

も繋がってくるかなと思います。このような規則があることにより、教員の労働環境

の改善も一生懸命考えていますよ、というアピールにもなると思います。 

渡邉委員 それが本当に、実際の労働環境の改善に繋がらなければいけませんね。山本委員さ

んが先程心配されていたように、残業するのにもう帰ったことにして先に退勤打刻を
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して…ということは絶対にあってはなりませんし、先生方を守るためにつくったもの

だと捉えていくしかないですね。災害等で学校に何日間も拘束されるということはな

いと思いますが、そのようなときにもこの規則が根底にあることで、勤務に臨めると

いう支えとなったらよいなと思います。 

吉田教育長 そうですね。なにかあった際に地域から期待されて負担がかかっても、この規則が

あるので先生方にはきちんと休んでもらわなければなりませんよという、そういう意

味では守ることに繋がってくると思います。 

その他、よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 続きまして、（４）第 63 回津幡町総合体育大会結果について事務局よりお願いしま

す。 

宮崎課長 （資料 P58 に基づき、第 63回津幡町総合体育大会結果について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。……よろ

しいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 続きまして、（５）第 51 回全国選抜社会人相撲選手権大会について事務局よりお願

いします。 

宮崎課長 （資料 P59 に基づき、第 51回全国選抜社会人相撲選手権大会について説明する。） 

吉田教育長 ただいまの説明につきまして、何かご質問等ありましたらお願いします。 

山本委員 子ども会の相撲大会はないのですか。 

宮崎課長 子ども会の相撲につきましては、現在募集をかけている段階でして、開催する方向

で進めております。個人戦はできるのではないかという話になっているのですが、団

体戦を組めない学校があるなど色々ありまして、団体戦をどうするか現在検討中です。

今月末までには正式に開催するかどうか、団体戦を行うかどうか決まる予定です。 

吉田教育長 その他、よろしいでしょうか。 

全委員 了承 

吉田教育長 続きまして、（６）第 74 回石川県民スポーツ大会夏季大会応援案内について事務局

よりお願いします。 

宮崎課長 （資料 P60～63 に基づき、第 74 回石川県民スポーツ大会夏季大会応援案内について

説明し、教育委員の出欠の確認をする。） 

吉田教育長 続きまして、（７）第 35回つばたレガッタについて事務局よりお願いします。 

宮崎課長 （資料 P64～66 に基づき、第 35回つばたレガッタについて説明する。） 

吉田教育長 では、続きまして、（８）当面する諸行事について事務局よりお願いします。 

山崎課長  教育総務課と教育委員会全体に関するものについてご説明します。 
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（資料に基づき、７月の教育委員、教育総務課関係諸行事について説明をする。） 

 次回の教育委員会議ですが、７月 15 日（金）午後１時 30 分から開催したいと思っ

ておりますがいかがでしょうか。 

全委員 了承 

北山課長  では、引き続き、学校教育課からご説明いたします。 

（資料に基づき、７月の学校教育課関係諸行事について説明をする。） 

宮崎課長  生涯教育課からご説明いたします。 

（資料に基づき、７月の生涯教育課関係諸行事について説明をする。） 

（教育委員出席の出席する行事等について確認を行う。） 

吉田教育長  ７月の教育委員会の行事について説明がありましたが、何かご質問、確認しておか

なければならないことはありませんか。 

全委員 了承 

吉田教育長 それでは（９）その他としまして、事務局からは特にないようですので、委員の皆

様からなにかございましたらお願いします。 

山本委員 現在物の不足、物価の上昇が非常に顕著になっており、それに加えコロナ禍で経済

的にも厳しいところがあるのですが、その中で学校給食についても極めて厳しい環境

下にあると思います。これに対応するために回数を減らす、量を減らす、質を落とす

といったことはあってはならないと思うのですが、今後こういった値上がり、品不足

等が続くとすると、教育委員会として学校給食についてどう対応していくのかお伺い

したいです。 

北山課長 ６月町議会にて、町長が就学援助費について給食費の保護者負担を 80％から満額支

援にすることを検討していると仰ったのですが、そのことに関連して、物価高騰によ

る色々な食材の値上がり相当額を、町として単価に上乗せすると表明されました。 

山本委員 物価高騰の影響で給食費が上がるようであれば、上がった部分については町が補填

し、家庭にその分の負担はかからないと理解してよろしいですか。 

北山課長 はい。増額となった分について保護者負担を求めることはしないと決めております。 

山本委員 わかりました。 

もう１件お願いします。新聞報道でありましたが、前回の町議会で教育施設に関す

る ZEB 化の推進についての意見書が採択されたと思います。教育委員会として具体的

な案がありましたらお聞きしたいです。このとても暑い中、新型コロナウイルス感染

症が流行っているがために換気のため窓を開けたりしていますが、色々な条件が重な

った中での ZEB 化の推進となると、どういった対応ができるでしょうか。まだそこま

で話は進んでいませんか。 

山崎課長 まだ具体的な話はないため、今後検討していきたいと思います。 
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吉田教育長  その他、よろしいでしょうか。 

越村委員 教員の持ち帰り仕事に関連して、最近仕事を持ち帰ることによるデータの漏洩がよ

く表沙汰になっていたり、表に出ないものもあったりすると思います。持って帰られ

る仕事の性質にもよると思うのですが、特に生徒名の入ったものや生徒の評価が入っ

たものなどの持ち出しの管理について、例えば先生方が日頃使っているパソコンでの

USBの使用についての決まりはきちんとあるのでしょうか。 

山崎課長 個人情報は校外に持ち出さないと決めてあります。個人情報以外のものを持ち出す

際は、パスワード付きの USB をお渡ししておりますので、そちらを使うことになって

おります。 

越村委員 パスワード付きの USB は実は簡単に復元できてしまうそうなのですが、その辺りの

対策はどうなっていますか。 

山崎課長 パスワードで暗号化されているものを使用させていただいていますし、個人情報は

絶対に持ち帰らないよう徹底しております。 

越村委員 USB の機器の安全性を保つため定期的に交換をしていただきたいということと、デ

ータではなく紙ベースのものを持ち帰る際のリスクマネジメントもより一層しっかり

お願いしたいと思います。 

吉田教育長 個人情報に関するものについては、持ち帰りはしないということの徹底をまた図っ

ていきたいと思います。教材作成等に関わるものは、先程山崎課長からありましたよ

うに USB 等で持ち帰り自宅のパソコンで作業することはあるかと思いますが、働き方

改革の面からも、極力そういったことも減らしていくということを校長会でまた周知

していきたいと思います。 

その他、よろしいでしょうか。……では、以上をもちまして、令和４年第６回教育

委員会議を閉会します。お疲れさまでした。 

〔閉会〕 午後３時１分 

 


